
議

案

第

一

号 

 
 

 

港

区

個

人

番

号

の

利

用

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

保

護

及

び

提

供

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改 
 

 
 

 
 

 
正

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

九

年

二

月

十

五

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

個

人

番

号

の

利

用

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

保

護

及

び

提

供

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改 
 

 
 

 
 

 

正

す

る

条

例

 

 

港

区

個

人

番

号

の

利

用

並

び

に

特

定

個

人

情

報

の

保

護

及

び

提

供

に

関

す

る

条

例

（

平

成

二

十

七

年

港

区

条

 

例

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

六

条

第

三

項

中

「

第

十

九

条

第

十

三

号

」

を

「

第

十

九

条

第

十

四

号

」

に

改

め

る

。 

 

第

七

条

第

六

号

中

「

第

二

十

六

条

第

一

項

」

を

「

第

二

十

七

条

第

一

項

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

五

条

第

二

項

中

「

第

十

九

条

第

十

三

号

」

を

「

第

十

九

条

第

十

四

号

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

五

条

の

二

第

一

項

中

「

第

十

九

条

第

九

号

」

を

「

第

十

九

条

第

十

号

」

に

改

め

る

。 

 

第

二

十

条

第

一

項

第

一

号

中

「

第

二

十

八

条

」

を

「

第

二

十

九

条

」

に

改

め

る

。 



 

第

二

十

四

条

第

三

項

中

「

又

は

」

を

「

若

し

く

は

」

に

改

め

、

「

限

る

。

）

」

の

下

に

「

又

は

法

第

十

九

条

 
第

八

号

に

規

定

す

る

条

例

事

務

関

係

情

報

照

会

者

若

し

く

は

条

例

事

務

関

係

情

報

提

供

者

」

を

加

え

る

。

 

 

第

二

十

八

条

中

「

第

六

条

第

五

項

」

を

「

第

六

条

第

三

項

」

に

改

め

る

。

 

 

別

表

第

一

の

六

の

項

中

「

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）

」

を

削

る

。 

 

別

表

第

二

の

五

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

 
 

 

 

別

表

第

二

の

六

の

項

中

「

後

期

高

齢

者

医

療

関

係

情

報

」

と

い

う

。

）

」

の

下

に

「

、

児

童

福

祉

法

関

係

情

 

報

」

を

加

え

、

「

又

は

給

付

金

」

を

「

若

し

く

は

給

付

金

の

支

給

」

に

改

め

、

同

表

の

十

三

の

項

中

「

外

国

人

 

生

活

保

護

関

係

情

報

」

の

下

に

「

、

障

害

者

関

係

情

報

」

を

、

「

児

童

扶

養

手

当

関

係

情

報

」

の

下

に

「

、

特

 

別

児

童

扶

養

手

当

等

関

係

情

報

、

児

童

福

祉

法

関

係

情

報

」

を

加

え

、

「

保

育

所

又

は

」

を

「

保

育

所

若

し

く

 

は

」

に

改

め

、

同

表

の

十

四

の

項

中

「

児

童

扶

養

手

当

関

係

情

報

」

の

下

に

「

、

特

別

児

童

扶

養

手

当

等

関

係

 

情

報

、

児

童

福

祉

法

関

係

情

報

」

を

加

え

、

同

表

の

十

六

の

項

中

「

地

方

税

関

係

情

報

、

」

を

削

り

、

同

表

の

 

十

七

の

項

中

「

又

は

」

を

「

、

」

に

改

め

、

「

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

関

係

情

報

」

の

下

に

「

、

児

童

扶

養

 

手

当

関

係

情

報

、

特

別

児

童

扶

養

手

当

等

関

係

情

報

、

児

童

福

祉

法

関

係

情

報

又

は

保

育

所

等

入

所

情

報

」

を

 

加

え

、

同

表

の

十

八

の

項

中

「

地

方

税

関

係

情

報

、

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

 

係

情

報

、

」

及

び

「

、

障

害

者

関

係

情

報

、

児

童

扶

養

手

当

関

係

情

報

」

を

削

り

、

同

表

の

二

十

の

項

中

「

、

 

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

報

、

」

を

「

又

は

」

に

改

め

、

「

、

障

害

者

関

 

五

 

削

除

 
 

 

 



係

情

報

又

は

障

害

者

総

合

支

援

法

関

係

情

報

」

を

削

り

、

同

表

の

二

十

五

の

項

中

「

、

生

活

保

護

関

係

情

報

、

 
中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

係

情

報

、

」

を

「

又

は

」

に

改

め

、

「

又

は

障

害

者

総

合

支

援

法

関

係

情

報

」

 

を

削

り

、

同

表

の

三

十

の

項

中

「

地

方

税

関

係

情

報

、

」

を

削

り

、

「

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

又

は

児

 

童

扶

養

手

当

関

係

情

報

」

を

「

又

は

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

」

に

改

め

、

同

表

の

三

十

九

の

項

中

「

、

外

 

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

国

民

健

康

保

険

関

係

情

報

又

は

後

期

高

齢

者

医

療

関

係

情

報

」

を

「

又

は

外

国

人

 

生

活

保

護

関

係

情

報

」

に

改

め

、

同

表

の

四

十

の

項

中

「

、

障

害

者

関

係

情

報

、

介

護

保

険

給

付

等

関

係

情

報

、

 

国

民

健

康

保

険

関

係

情

報

又

は

後

期

高

齢

者

医

療

関

係

情

報

」

を

「

又

は

障

害

者

関

係

情

報

」

に

改

め

、

同

表

 

の

四

十

一

の

項

中

「

、

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

関

係

情

報

」

を

削

り

、

「

児

童

扶

養

手

当

関

係

情

報

」

の

下

 

に

「

、

特

別

児

童

扶

養

手

当

等

関

係

情

報

、

児

童

福

祉

法

関

係

情

報

」

を

加

え

、

同

表

の

四

十

二

の

項

中

「

、

 

障

害

者

関

係

情

報

、

国

民

健

康

保

険

関

係

情

報

又

は

後

期

高

齢

者

医

療

関

係

情

報

」

を

「

又

は

障

害

者

関

係

情

 

報

」

に

改

め

、

同

表

の

四

十

六

の

項

中

「

国

民

健

康

保

険

関

係

情

報

又

は

後

期

高

齢

者

医

療

関

係

情

報

」

を

「

 

障

害

者

総

合

支

援

法

関

係

情

報

又

は

健

康

保

険

法

（

大

正

十

一

年

法

律

第

七

十

号

）

、

船

員

保

険

法

（

昭

和

十

 

四

年

法

律

第

七

十

三

号

）

、

私

立

学

校

教

職

員

共

済

法

（

昭

和

二

十

八

年

法

律

第

二

百

四

十

五

号

）

、

国

家

公

 

務

員

共

済

組

合

法

（

昭

和

三

十

三

年

法

律

第

百

二

十

八

号

）

、

国

民

健

康

保

険

法

、

地

方

公

務

員

等

共

済

組

合

 

法

（

昭

和

三

十

七

年

法

律

第

百

五

十

二

号

）

若

し

く

は

高

齢

者

の

医

療

の

確

保

に

関

す

る

法

律

に

よ

る

医

療

に

 

関

す

る

給

付

の

支

給

若

し

く

は

保

険

料

の

徴

収

に

関

す

る

情

報

（

以

下

「

医

療

保

険

給

付

関

係

情

報

」

と

い

う

。

 

に

改

め

、

同

表

の

四

十

七

の

項

中

「

又

は

」

を

「

、

生

活

保

護

関

係

情

報

、

中

国

残

留

邦

人

等

支

援

給

付

等

関

 

）

」 



係

情

報

、

外

国

人

生

活

保

護

関

係

情

報

、

」

に

改

め

、

「

児

童

福

祉

法

関

係

情

報

」

の

下

に

「

又

は

医

療

保

険

 
給

付

関

係

情

報

」

を

加

え

る

。

 

 

別

表

第

三

の

四

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

 
 

   
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

九

年

五

月

三

十

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

説 

明

） 

 

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

別

表

第

二

の

主

務

省

 

令

で

定

め

る

事

務

及

び

情

報

を

定

め

る

命

令

の

一

部

を

改

正

す

る

命

令

（

平

成

二

十

八

年

内

閣

府

・

総

務

省

令

 

第

四

号

）

の

施

行

に

よ

る

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

 

律

別

表

第

二

の

主

務

省

令

で

定

め

る

事

務

及

び

情

報

を

定

め

る

命

令

（

平

成

二

十

六

年

内

閣

府

・

総

務

省

令

第

 

七

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 

四

の

二

 
区

長
 

法

別

表

第

一

の

八

の

項

に

定

 

め

る

児

童

福

祉

法

に

関

す

る

 

事

務

で

あ

っ

て

区

規

則

で

定

 

め

る

も

の

 

教

育

委

員

会

 

幼

稚

園

入

園

情

報

で

あ

っ

て

区

規

 

則

で

定

め

る

も

の

 

 


